
 

 

議案１ 会長、副会長の選任について 

会長及び副会長の選出に関する規則上の規定について 

 

 

  規則上、会長及び副会長については、委員の互選によりこれを定めるとされております。 

  【事務局提案】 

会長候補を 新ヶ江 章友 氏 とする 

副会長候補を 内藤 葉子 氏 とする 

 

八尾市男女共同参画審議会 委員名簿（50音順）  【参考】 

（令和３年８月 25日～） 

 区  分 役 職 等 氏  名 任期満了 

１ 団体推薦 
特定非営利活動法人ファザーリング・ジャパン関西

副理事長 
阿川 勇太 令和 4年 8月 25日 

２ 学識経験者 弁護士 億  智栄 令和 5年 7月 31日 

３ 学識経験者 
大阪市立大学大学院都市経営研究科 

人権問題研究センター教授 
新ヶ江 章友 令和 5年 7月 31日 

４ 学識経験者 
大阪府立大学大学院 

人間社会システム科学研究科准教授 
内藤 葉子 令和 5年 7月 31日 

５ 団体推薦 八尾市女性団体連合会書記 西寺 美代子 令和 5年 7月 31日 

６ 団体推薦 一般財団法人八尾市人権協会事務局長 朴  洋幸 令和 5年 8月 24日 

７ 団体推薦 八尾商工会議所総務部部長 原田 浩三 令和 5年 7月 31日 

８ 団体推薦 人権擁護委員八尾地区委員会委員 宮本 克己 令和 5年 7月 31日 

９ 団体推薦 八尾市民生委員児童委員協議会副会長 森下 明美 令和 5年 7月 31日 

10 団体推薦 八尾市自治振興委員会副会長 山中 あや子 令和 5年 7月 31日 

11 公募市民 公募市民 山根 和代 令和 5年 7月 31日 

議案１ 

八尾市男女共同参画審議会規則 

（会長及び副会長） 

第２条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 


